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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
九
年
四
月
一
一
五
日
樹
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

出
席
者

四
人
名

「
民
法
学
と
社
会
理
論
・
社
会
観
|
|
日
本
民
法
学
の
系
譜
を
た
ど
っ

て
」

報
告
者

克

己

=士ゴ
ι7 

回

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授

本
報
告
で
は
、
〈
法
と
社
会
〉
視
角
に
基
づ
い
て
、
鳩
山
、
我
妻
、
末
弘
、

川
島
、
戒
能
と
い
う
日
本
民
法
学
の
系
譜
を
辿
り
、
そ
の
よ
う
な
理
論
と

の
対
話
の
中
か
ら
、
民
法
学
の
現
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
考
え
る
示
唆
を
得

ょ
う
と
試
み
た
。

〈
法
と
社
会
〉
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
図
式
的
に
整
理
す
れ
ば
二
つ
の

見
方
が
あ
る
。
一
つ
は
、
社
会
を
法
(
正
確
に
は
法
律
)
に
よ
る
操
作
対 氏

象
と
日
比
る
も
の
で
、
法
に
よ
る
社
会
統
制
な
ど
と
い
う
場
合
の
社
会
の
見

方
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
法
を
生
み
出
す
母
胎
と
し
て
の
社
会
と
い
う

見
方
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
右
の
発
想
と
は
逆
に
、
社
会
が
生
み
だ

し
た
法
に
よ
る
国
自
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
発
想
に
結
び
つ
き
ゃ
す
い
。

先
の
五
人
の
学
者
に
即
し
て
い
う
と
、
鳩
山
、
我
妻
は
前
者
の
見
方
で
あ

り
、
こ
れ
が
日
本
民
法
学
の
主
流
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
末
弘
、

川
島
、
戒
能
は
後
者
の
見
方
で
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
民
法
学
の
対
抗
潮
流

を
形
成
す
る
。

ま
ず
、
鳩
山
民
法
学
に
つ
い
て
は
、
①
正
義
に
対
す
る
利
益
の
優
位
が

説
か
れ
、
こ
こ
か
ら
社
会
進
歩
の
道
具
、
と
し
て
の
法
律
観
(
「
法
律
道
旦
ハ

主
義
」
)
が
導
か
れ
る
、
②
個
人
主
義
か
ら
団
体
主
義
へ
と
い
う
歴
史
観

が
提
示
さ
れ
、
例
人
に
対
す
る
団
体
の
優
位
が
説
か
れ
る
、
な
ど
の
特
徴

を
指
摘
し
う
る
。
こ
の
法
律
道
具
主
義
は
、
梅
、
官
問
弁
の
も
と
で
も
見
出

さ
れ
、
日
本
民
法
学
の
主
流
の
特
徴
的
発
惣
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
我

妻
民
法
学
に
お
い
て
も
、
こ
の
社
会
進
歩
の
道
具
と
し
て
の
法
律
と
い
う

思
忽
は
受
け
継
が
れ
る
o

我
妻
は
ま
た
、
法
律
に
よ
っ
て
社
会
を
動
か
す

に
は
法
律
の
理
念
が
付
会
に
適
合
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
社
会
(
独
占
段
階
に
入
っ
た
資
本
主
義
社
会
)
の
現
実
に
即
し
た
新

た
な
理
念
を
探
求
す
る
。
我
妻
に
お
い
て
も
鳩
山
と
同
様
に
間
体
優
位
の

思
想
(
協
同
体
思
惣
)
が
打
ち
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
社
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報

会
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
我
妻
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、

独
占
段
階
の
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
に
対
応
す
る
た
め
に
、
平
等
を
目
指

し
た
国
家
介
入
(
社
会
国
家
型
の
国
家
介
入
)
に
対
す
る
積
極
的
評
価
が

な
さ
れ
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
末
弘
法
学
に
お
い
て
は
、
国
家
と
社
会
の
位
置
関
係

が
逆
転
す
る
。
そ
こ
で
の
社
会
は
、
操
作
対
象
と
し
て
の
社
会
で
は
な
く
、

法
を
生
み
だ
す
社
会
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社
会
が
倒
人
の
利
益
を
擁
護

す
べ
く
国
家
に
対
峠
す
る
、
と
い
う
構
図
が
提
示
さ
れ
る
。
末
弘
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
論
(
社
会
の
要
請
を
法
に
媒
介
す
る
手
段
と
し
て
の
「
略
」
の

効
用
)
や
調
停
論
(
国
家
法
に
対
す
る
関
係
で
の
社
会
規
範
の
優
位
と
、

社
会
規
範
に
基
づ
く
紛
争
解
決
を
可
能
に
す
る
手
法
と
し
て
の
調
停
の
積

極
的
評
価
)
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
末
弘
理
論
が
信
頼
を
寄
せ
る
社
会
は
、
具
体
的
・
分
節
的
・

多
元
的
な
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
現
実
の
社
会
に
対
す
る
批
判
の
論

理
は
稀
薄
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
を
抽
象
的
な
「
市
民
社
会
」

と
捉
え
返
し
、
そ
の
理
念
に
よ
る
現
実
の
社
会
の
批
判
を
可
能
に
し
た
の

が
、
川
島
で
あ
る
。
た
だ
し
、
川
島
理
論
が
「
市
民
社
会
」
概
念
に
よ
っ

て
批
判
の
対
象
と
し
た
社
会
は
前
市
民
社
会
H
前
資
本
主
義
社
会
で
あ
り
、

日
本
社
会
が
そ
の
よ
う
な
段
階
を
越
え
る
と
、
川
島
理
論
は
、
現
実
社
会

の
批
判
理
論
と
い
う
性
格
を
失
っ
て
い
く
。
他
方
、
末
弘
理
論
に
は
も
う

雑

一
点
、
社
会
に
お
け
る
個
人
の
主
体
性
の
位
置
づ
け
が
稀
薄
で
あ
る
と
い

う
問
題
点
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
市
民
の
主
体
性
を
強
調

し
つ
つ
市
民
社
会
論
を
展
開
し
た
の
が
、
戒
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
主
体
的
市
民
を
ど
の
よ
う
に
創
出
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
戒
能
理

論
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

以
上
の
諸
理
論
と
の
対
話
か
ら
示
唆
を
得
つ
つ
、
民
法
学
の
現
代
的
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
関
し
て
、
次
の
諸
点
を
仮
説
的
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。
①

価
値
論
的
基
礎
と
し
て
は
、
「
社
会
進
歩
」
よ
り
も
「
個
人
の
尊
重
」
、

「
経
済
発
展
」
よ
り
も
「
生
活
の
充
実
」
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
②

国
家
に
対
す
る
関
係
で
は
、
米
弘
理
論
を
承
継
し
て
、
「
国
家
に
対
峠
す

る
社
会
」
を
指
向
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
社
会
を
自
己
目
的
と
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
個
人
の
主
体
性
確
保
に
と
っ
て
よ
り
適
合
的
だ
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
末
弘
を
徹
底
し
て
個
人
指
向
を

明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
③
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
社
会
が
個
人
に
対
し

て
抑
圧
的
に
作
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
を
批
判

し
う
る
理
論
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
川
島
市
民
社
会
論
が

示
唆
に
富
む
。
た
だ
し
、
「
現
実
の
社
会
」
を
前
近
代
社
会
に
限
定
し
な

い
で
よ
り
広
く
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
④
社
会
に
内
在
す
る
諸
矛
盾
(
経

済
的
格
差
:
:
:
)
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
自
律
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国

家
に
よ
る
個
人
の
支
援
を
指
向
す
る
(
福
祉
国
家
的
介
入
。
我
妻
)
。
⑤
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以
上
の
全
体
を
貫
い
て
、
「
市
民
」
の
創
出
(
戒
能
)
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
市
民
に
よ
る
法
の
創
造
、
法
の
擁
護
を
可
能
に
す
る
法

的
枠
組
み
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
⑥
以
上
の
方
向
は
、
あ
る
意
味
で

緊
張
関
係
を
は
ら
ん
で
い
る
。
一
方
で
社
会
の
自
律
を
指
向
し
な
が
ら
、

他
方
で
社
会
の
統
御
の
た
め
の
国
家
介
入
を
指
向
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以

上
を
、
そ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
を
自
覚
し
つ
つ
追
求
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
価
値
論
的
基
礎
(
個
人
の
尊
厳
:
:
・
)
を
確
認

す
る
こ
と
、
お
よ
び
社
会
構
造
の
分
析
か
ら
社
会
理
論
を
樹
立
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

[
文
書
一
貝

吉
田
克
己
]

「
民
法
学
の
現
況
と
法
的
認
識
論
・
判
断
論
」

報
告
者

北海道大学法学部法学会記事

瀬

川

信

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授

報
告
者
は
、
ま
ず
、
民
法
解
釈
方
法
論
に
関
連
す
る
近
時
の
論
争
を
二

つ
に
分
け
て
概
観
し
た
。

そ
の
一
は
、
民
法
四
六
八
条
一
項
の
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
に
関
す
る

池
田
・
安
達
論
争
、
悶
一
四
条
の
間
接
強
制
の
補
充
性
を
め
ぐ
る
潮
見
・

森
田
論
争
、
森
田
修
氏
に
よ
る
近
代
的
土
地
所
有
権
論
批
判
な
ど
で
あ
る
。

久

こ
れ
ら
の
論
争
で
は
、
民
法
解
釈
に
お
い
て
拠
る
べ
き
規
範
を
、
母
法
、

歴
史
認
識
、
近
代
法
観
念
、
進
歩
観
念
に
求
め
る
こ
と
の
是
非
が
議
論
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
二
は
、
原
島
重
義
氏
・
広
中
俊
雄
氏
の
利
益
考
量
論
批

判
・
法
的
判
断
論
、
お
よ
び
、
平
井
・
星
野
論
争
で
あ
る
。
原
島
氏
が
強

調
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
的
視
点
の
重
要
性
と
、
個
々
の
法
的
判
断
を
普
遍

的
な
ル
|
ル
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。

氏

こ
れ
ら
の
論
争
に
つ
い
て
、
報
告
者
は
次
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
た
。

前
者
の
論
争
が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
の
民
法
学
が
、
こ
れ
ま
で
、

判
断
に
お
け
る
規
範
意
識
、
個
々
の
法
的
判
断
の
条
件
設
定
を
、
外
国
法

や
進
歩
史
観
か
ら
借
用
し
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
れ
が
う
ま
く
ゆ
か
な
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
母
法
探
索
主
義
、
近
代
法
主
義
に
対

す
る
批
判
が
、
歴
史
を
同
定
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
同
時
島
氏
の
視
点
を
参
考
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
後
者
の

論
争
に
は
、
法
解
釈
に
つ
い
て
の
実
証
主
義
的
モ
デ
ル
か
ら
解
釈
的
モ
デ

ル
へ
の
変
化
を
け
ん
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
秩
序
維
持
を
目
的
と
す

る
法
的
判
断
の
場
合
、
そ
の
作
業
の
核
心
は
、
事
実
に
即
し
た
類
型
化
と
、

そ
の
類
型
間
の
比
較
衡
是
(
「
同
じ
も
の
は
同
じ
よ
う
に
」
「
違
う
も
の
は

違
う
よ
う
に
」
と
い
う
基
準
を
前
提
と
す
る
、
同
じ
か
違
う
か
の
判
断
)

-

i

す
な
わ
ち
、
利
益
考
量
論
が
唱
道
し
た
こ
と
ー
ー
で
あ
る
こ
と
を
、

平
井
氏
も
看
過
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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報

〔
文
責

討
論
で
は
、
最
近
の
論
争
の
意
味
、
民
法
の
領
域
に
よ
る
違
い
な
ど
が

議
論
さ
れ
た
。

瀬
川
信
久
〕

北法48(3・188)390

雑


